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 平成２８年８月に成立した女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７

年法律第６４号。以下「法」という。）第１９条に基づき，本町女性職員の活躍を推進する

ため，利根町長，利根町議会議長，利根町教育委員会，利根町農業委員会，利根町選挙管

理委員会，利根町代表監査委員の連名で『利根町における女性職員の活躍の推進に関する

特定事業主行動計画』を策定し，平成２８年度から令和２年度までの５か年を計画期間と

して取組を進めてきました。 

利根町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」と

いう。）においては，令和３年度から令和７年度の５か年を後期の計画期間とし，より一層

の女性職員の活躍に関する取組を推進していきます。 

 

１．計画期間 

  本計画の期間は，令和３年度から令和７年度までの５年間とします。 

  各項目の実施は，平成２８年度に策定した計画に引き続き取り組むこととします。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

  本町では，組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため，総務課が主体となっ

て，本計画の策定・変更，本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点

検・評価等を行うこととします。 

 

３．前期計画の取組及び目標達成状況 

 

取組内容 目標値 区分 集計年度 

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 

女性職員の登用の拡

大 

係長クラス以上にある

職員の女性割合  

２０％以上 

― 16.7％ 16.7％ 18.5％ 23.1％ 23.8％ 

育児休業の取得促進 育児休業を取得する男

性職員 １人以上 
― 

0人 

H26実績 
0人 0人 0人 0人 

男性職員の配偶者出

産休暇及び育児参加

のための休暇の取得

促進 

配偶者出産休暇及び育

児参加休暇の取得可能

な男性職員の休暇取得

率 

それぞれ７５％以上 

配偶者 

出産休暇 

0％ 

H26実績 
0％ 100％ 66.7％ 100％ 

育児参加

休暇 

0％ 

H26実績 
0％ 0％ 0％ 33.3％ 

女性職員の採用の拡

大 

女性職員の採用割合，

４０％以上 
― 30％ 63.2％ 50％ 30％ 26.7％ 

※太字は目標値を達成している項目 

 

 

４．女性職員の活躍の推進に向けた状況把握と現状分析 

  法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定

事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣府

令」という。）第２条に基づき，町長部局等において，それぞれの女性職員の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し，改善すべき事情について現状分析を行いました。 
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（１）採用した職員に占める女性職員の割合（各年度４月１日採用） 

区 分 女 性 男 性 全 体 女性の割合 

平成３０年度 ３名 ７名 １０名 ３０．０％ 

令和 元年度 ４名 １１名 １５名 ２６．７％ 

令和 ２年度 ３名 ３名 ６名 ５０．０％ 

※採用割合は，小数点第２位以下を四捨五入したものである。 

 

○現状分析 

過去３年における女性職員の採用割合は，平成３０年度・令和元年度は，採用人数

が多く女性職員の割合が少なかったが，令和２年度は５０．０％となっている。 

 

 

（２）平均継続勤務年数の男女の差異（令和２年３月３１日現在） 

区 分 女 性 男 性 比 較 

人   数 ６４名 １０６名 △４２名 

平均継続勤務年数 ８年１１か月 ２０年１１か月 △６年２か月 

※平均継続勤務年数は，全職員（再任用職員を除く）の合計勤続年数を全職員数で 

除したものである。 

 

・過去の採用者に占める女性の割合（令和２年３月３１日現在） 

勤続年数 女 性 男 性 全 体 女性の割合 

勤続４１年以上 ０名 １名 １名 ０％ 

勤続４０年まで ６名 ２５名 ３１名 １９．４％ 

勤続３０年まで １５名 ３０名 ４５名 ３３．３％ 

勤続２０年まで １名 ６名 ７名 １４．３％ 

勤続１０年まで ４２名 ４４名 ８６名  ４８．８％ 

 

  ○現状分析 

平均継続勤続年数は，男性職員に比べて，女性職員の方が短い結果となっているが，

主な要因としては，勤続年数の長い世代における女性職員の割合が極めて少なかったこ

とが影響しているものと考えられる。しかし，近年は女性職員の採用割合が，多くなっ

ている状況である。 
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（３）職員１人当たりの各月ごとの超過勤務時間（令和元年度） 

区 分 超過勤務時間 １人当たりの時間数 

４月 １，１８０時間 ８．４時間 

５月 １，０１８時間 ７．３時間 

６月 ７４７時間 ５．３時間 

７月 １，０９０時間 ７．８時間 

８月 ８０６時間 ５．８時間 

９月 １，０３０時間 ７．４時間 

１０月 １，２４０時間 ８．９時間 

１１月 ７８７時間 ５．６時間 

１２月 ５２３時間 ３．７時間 

１月 ７６６時間 ５．５時間 

２月 ９７９時間 ７．０時間 

３月 １，４４５時間 １０．３時間 

合    計 １１，６１１時間 ８２．９時間 

平    均 ９６７．６時間 ６．９時間 

※職員１人当たりの時間数は，全職員（管理職の地位にある職員を除く。）の超過勤

務時間を，令和元年４月１日現在の全職員数１４０人で除した（小数点第２位以

下を四捨五入）ものである。 

 

 ○現状分析 

年度初め・年度末・繁忙期により，時間外勤務が多くなる時期があるが，人事院の

「超過勤務の縮減に関する指針（平成２１年２月２７日付）」による上限目安時間の

１年間３６０時間を超える超過勤務はなかった。 

 

（４）役付職にある職員に占める女性職員の割合（令和２年４月１日現在） 

区 分 女 性 男 性 全 体 女性の割合 

課  長 ２名 １６名 １８名 １１．１％ 

課長補佐 ５名 ２２名 ２７名 １８．５％ 

係  長 １８名 ２４名 ４２名 ４２．９％ 

合    計 ２５名 ６２名 ８７名 ２８．７％ 

※割合は，小数点第２位以下を四捨五入したものである。 

 

○現状分析 

   課長職のうち女性職員の占める人数は２名で，割合が１１．１％と少ない状況であ

る。課長補佐職に占める割合は，１８．５％，係長職に占める割合は，４２．９％と

なっている。 
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（５）男女別の育児休業取得率及び平均取得日数 

区 分 

女 性 男 性 

取得率（取得人数／取得可能人数） 取得率（取得人数／取得可能人数） 

平均取得日数 平均取得日数 

平成２９年度 
０．０％（０／１） ０．０％（０／１） 

０日 ０日 

平成３０年度 
１００．０％（２／２） ０.０％（０／３） 

４５９日  ０日 

令和 元年度 
  １００．０％（２／２） ０．０％（０／３） 

３２５日 ０日 

    

○現状分析 

女性職員は，平成３０年度・令和元年度に取得可能となった職員は，取得率１００％

であった。 

しかし，男性職員は，各年度に取得可能職員がいたが，取得実績はなかった。 

 

 

（６）男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得率及び平均取得日数 

区 分 

配偶者出産休暇 育児参加のための休暇 

取得率（取得人数／取得可能人数） 取得率（取得人数／取得可能人数） 

平均取得日数 平均取得日数 

平成２９年度 
１００．０％（１／１） ０．０％（０／１） 

１日 ０日 

平成３０年度 
６６.７％（２／３） ０.０％（０／３） 

 １日  ０日 

令和 元年度 
１００．０％（３／３） ３３．３％（１／３） 

２日 １日 

 

○現状分析 

配偶者出産休暇については，各年度，取得可能職員がいて，平成３０年度に「３名中

２名」，令和元年度に「３名中３名」と取得者が増加している。 

育児参加のための休暇については，平成３０年度に「３名中０名」，令和元年度に

「３名中１名」と配偶者出産休暇と同様に増加している。 

 

 

５．女性職員の活躍の推進に向けた取組と数値目標 

当該現状分析の結果，女性職員の活躍を推進するため，次のとおり今後の取組と数値目

標を設定します。 

なお，今後の取組と数値目標は，町長部局等において，現状分析を行った結果，最も大

きな課題に対応するものから順に掲げています。 
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（１）女性職員の登用の拡大 

①今後の取組 

管理的地位にある女性割合を高めるためには，より下位クラスの人材育成を計画的に

図ることが必要であることから，女性職員に対してリーダー研修などの研修会へ積極的

に派遣させることで，管理職として必要な知識と資質を備えた女性職員の育成を図りま

す。 

 

②数値目標 

現状分析より，係長以上に占める女性職員の割合は，令和２年４月１日現在において

２８．７％となっています。今後においても２５．０％以上を維持するよう努めます。 

 

（２）育児休業の取得促進 

  ①今後の取組 

全職員に対し，育児休業制度の周知徹底を図るとともに，取得可能職員に対し，制度

概要の資料を配布するなど，積極的な育児休業の取得促進に努めます。また，必要に応

じて臨時職員の任用により代替要員を確保します。 

 

  ②数値目標 

令和７年度までに，育児休業を取得する男性職員１人以上を目指します。 

 

 

（３）男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得促進 

  ①今後の取組 

全職員に対し，休暇制度の周知徹底を図るとともに，取得可能職員に対し，制度概要

の資料を配布するなど，積極的な休暇取得の促進に努めます。 

 

  ②数値目標 

令和７年度までに，配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得可能な男性職員の 

休暇取得率をそれぞれ計画期間中，通算７５％以上にします。 

 

（４）女性職員の採用の拡大 

①今後の取組 

職員募集時に，広報紙や町公式ホームページ，ＳＮＳを通して，若手職員の写真や

女性職員の声を掲載するとともに，出産・育児に関する制度紹介など，女性にとって

も働きやすい職場情報を発信し，積極的な女性職員の採用に努めます。 

 

②数値目標 

計画期間中における女性職員の採用割合を，通算４０％以上にします。 

 


